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１．組織の概要及び対象範囲  

１）事業者名、代表者名及び環境管理責任者 

ア）事業者名：株式会社環境テクノ  

イ）代表者名：代表取締役 星野 宗義  

ウ）環境管理責任者：業務グループ グループリーダー 川崎 桂一 

  （※連絡窓口：業務グループ 川﨑 桂一） 

 

２）所在地  

埼玉県東松山市大字大谷3068-70  

TEL：0493-39-5181   FAX：0493-39-5191 

 

３）事業の内容 

・各種環境調査分析（水質、土壌、大気、騒音、振動、悪臭、廃棄物等） 

・作業環境測定（特化物、金属、有機溶剤、局所排気装置点検、溶接ヒューム測定、フィッ

トテスト、化学物質リスクアセスメント等） 

・環境コンサルティング（環境アセスメント、生活環境影響調査、環境法令順法支援等） 

 

４）事業の規模  

 

表－１ 事業規模 

活動規模 単位 29期 30期 31期 32期 33期 

売上高 百万円 436 438 472 609 671 

従業員 人 43 45 46 45 45 

床面積 ㎡ 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 

※売上高は税抜額 

※活動期間は10月～翌年9月末（33期：2022年10月1日～2023年9月30日） 

 

５）認証・登録の対象組織・活動 

登録組織名：株式会社環境テクノ 

対象事業所：本社、東京オフィス（全組織全活動の取組） 

活   動：環境計量証明事業、作業環境測定、環境コンサルティング 

 

６）レポートの対象期間及び発行日  

第２版（2023年12月25日）  
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２．組織体制  

１）実施体制図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職 名 主な役割・責任・権限 

代表取締役 

1.環境経営方針の決定・見直し 

2.環境管理責任者の選任 

3.環境経営システムの実施に必要な人、設備、費用、時間等経営資源の準備 

4.環境経営目標・環境経営計画書の承認 

5.代表者による全体の評価と見直し、指示 

6.環境経営レポートの承認 

環境管理責任者 

1.環境経営システムの構築、実施、管理 

2.環境関連法規等の取りまとめ表の承認 

3.環境経営目標・環境経営計画書の確認 

4.環境活動の取組結果の総括責任者への報告 

5.環境経営レポートの確認 

エコアクション２１ 

事務局 

1.環境管理責任者の補佐 

2.環境経営システムの運用（環境負荷自己チェック、環境取組自己チェッ

ク、環境経営目標、環境経営計画書原案の作成、環境活動の実績集計、関

係法令整理・評価、外部窓口） 

3.環境経営レポートの作成、公開 

環境管理者 

（各部署役職者） 

1.メンバーへの環境経営方針の周知 

2.メンバーに対する教育訓練の実施 

3.環境活動計画実施及び達成状況報告 

4.想定される事故及び緊急事態への対応のための手順書作成 

5.問題点の発見、是正、予防処置の実施 

メンバー 

1.環境経営方針の理解と環境への取組の重要性を自覚 

2.決められたことを守り、積極的に環境活動へ参加 

3.緊急事態対応 

 

エコアクション２１総括責任者 

代表取締役 

環境管理責任者 

エコアクション２１事務局 

人事・財務 

経理室 

 

環境管理者 

メンバー 

環境計量 

グループ 

 

環境管理者 

メンバー 

分析 

グループ 

 

環境管理者 

メンバー 

ｿﾘｭｰｼｮﾝ 

営業企画室 

 

環境管理者 

メンバー 

技術 

サポート室 

 

環境管理者 

メンバー 

リモートセ

ンシング技

術室 

環境管理者 

メンバー 

業務Ｇ 

 

 

環境管理者 

メンバー 
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３．事業・サービスの紹介 

１）事業 

当社は、「社会における環境保全の一翼を担う」を基本理念の一つに掲げ、創業以来、経営

革新と技術研鑽により企業価値の向上に努めて参りました。 

当社にとってのサステナビリティとは、基本理念を実践し環境保全に努め、事業活動を通し

て社会的課題を解決することと考えています。 

人々の「安心」「安全」な暮らしの実現に向け、社会的課題の解決に果敢にチャレンジし社

会から必要とされる企業を目指して参ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

 

 

２）当社の現状 

当社は、環境計量や作業環境測定を主要業務として実施しておりますが、これらの業務の計

量方法、測定方法は規格等が定められていることから、他社との差別化が難しく価格競争が激

化している状況です。 

さらに、エネルギー料金の高騰、設備老朽化、社員の高齢化といった内部要因にも対処して

いく必要があります。 

 

＜当社の課題とチャンス＞ 33期現在 

 内部要因 外部要因 

課題事項 

（問題点等） 

・分析設備老朽化 

・社員の高齢化 

・業界の価格競争激化 

・エネルギーコスト、物品の高騰 

経営上のチャンス 

（有利な点等） 

・社員の多能化の推進 

・省エネタイプの設備導入 

・新分野への挑戦 

（環境コンサルティング分野） 

 

 

これらの要因に対処するため、弊社は以下の事項に取り組んでいます。 

 

・環境法令順法支援サービス、化学物質リスクアセスメントといった今まで当社で経験が無

く、他社との差別化をしやすい環境コンサルティング分野への進出 

・社員の多能化を推進し、幅広いサービスへ対応するための教育・訓練 

・設備更新において、省エネルギータイプの設備導入 

・自動分析装置の導入による自動化・省人化 

・作業手順書の作成・見直しによる技術継承 
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４．環境経営方針 

 

＜環境経営理念＞ 

 

株式会社環境テクノは、「社会における環境保全の一翼を担う」を基本理念の一つに掲げ、経

営革新と技術研鑽により企業価値の向上に努めていくことで、持続可能な社会の構築に向けた活

動に積極的に取り組みます。 

私たちは、主に環境に関わる調査・分析・コンサルティングを行っていますが、私たちの事業

活動により様々な化学物質を使用するほか、分析事業に伴う電力消費、廃棄物発生等による環境

への負荷が伴います。そこで、関連法令等のルールを遵守し、環境汚染の防止及び環境負荷の低

減に取り組んでまいります。 

また、理念を実践し環境保全に努め、事業活動を通してお客様や地域の環境負荷低減、環境保

全活動に貢献してまいります。 

 

 

＜環境保全への行動指針＞ 

 

１．エコアクション２１の運営により、環境への取り組みを継続的に行います。 

２．環境関連法規制を明確化して、遵守します。 

３．分析技術を活用して、お客様や地域の様々な環境保全活動に貢献します。 

４．省エネルギーの推進により、二酸化炭素排出量の抑制に努めます。 

５．４Ｒに積極的に取り組むことで、廃棄物発生量の抑制に努めます。 

６．事業活動において使用する化学物質の管理を徹底します。 

７．社内管理システムのＩＴ化により、業務の効率化を進めます。 

 

 

制定日：2022年10月1日 

 

代表取締役 星野 宗義 
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５．環境経営目標 

 

中期環境経営目標＜年間目標＞ 

環境目標項目 対象項目 

基準 (実績) 中期目標 

32期 33期 34期 35期 

二酸化炭素排

出量の削減 

二酸化炭素排出量

の削減 

(kg-CO2) 

117,981 

117,391 116,801 116,211 

99.5% 99.0% 98.5% 

電力使用量注1）の

削減(kWh) 
150,477 

149,725 148,972 148,220 

99.5% 99.0% 98.5% 

ガソリン使用量の

削減(ℓ) 
20,938 

20,833 20,729 20,624 

99.5% 99.0% 98.5% 

液化石油ガス

(LPG)の削減(kg) 
463 

461 458 456 

99.5% 99.0% 98.5% 

水使用量の 

削減 

水道使用量の削減

(㎥) 
1,441 

1,434 1,427 1,419 

99.5% 99.0% 98.5% 

廃棄物の削減 

一般廃棄物の削減

(kg) 
1,280 

1,274 1,267 1,261 

99.5% 99.0% 98.5% 

産業廃棄物の削減

(kg) 
2,572 

2,559 2,546 2,533 

99.5% 99.0% 98.5% 

化学物質使用

量の管理 

手順書による管理

及び管理記録の確

認 

化学物質の

漏洩・紛

失・誤使

用：0件 

化学物質の

漏洩・紛

失・誤使

用：0件 

化学物質の

漏洩・紛

失・誤使

用：0件 

化学物質の

漏洩・紛

失・誤使

用：0件 

自らが生産・

販売・提供す

る製品の環境

性能の向上及

びサービスの

改善 

電子化推進による

紙使用量の抑制 

保管用報告

書のPDF化に

よりデータ

容 量 12.1GB

分のデータ

の紙を削減 

グループウ

ェア導入に

よる紙使用

量削減効果

の分析 

グループウ

ェア導入に

よる紙使用

量削減（ 33

期の削減効

果分析結果

を踏まえて

目標設定） 

グループウ

ェア導入に

よる紙使用

量削減（ 33

期の削減効

果分析結果

を踏まえて

目標設定） 

（注1）購入電力のCO2排出係数：0.452kg-CO2/kWh(2021年度東京電力パワーグリット調整後)ガソリ

ン0.0183、LPG 0.0161 を用いた。  

（注2）化学物質使用量削減：当社提供のサービス（分析）は、分析内容ごとに化学物質の使用量は

決められているため削減目標数値は設定せず、手順書により化学物質の適正な管理を行って

いる事を定期的に確認する。 
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６．環境経営計画 

 

期間：33期（2022.10.1～2023.9.30） 取組期間 担当部署 

１）節電、液化天然ガス削減計画 
 

(1)事務所の室温は、冬場は20度、夏場は28度と

なるように空調温度を設定する。 
33期 業務G・分析G 

(2)室内で温度の偏りが生じないように、必要に

応じて扇風機を併用する。  
33期 全社 

(3)エアコンのフィルターは定期的に掃除する。  33期 全社 

(4)夏場は室内へ直射日光が入らないようにシェ

ードやブラインドを活用する。  
33期 全社 

(5)照明の適正化、昼光の利用、スイッチの適正

管理を行う。  
33期 全社 

２）燃料消費量の削減計画  

 
(1)急発進をしない。  33期 

環境計量G・業務G・技

術サポート室 

(2)加速・減速を少なく、一定の速度での運転を

心掛ける。 
33期 

環境計量G・業務G・技

術サポート室 

(3)エアコンは適正に使用する。（過剰な暖・冷

房は控える）  
33期 

環境計量G・業務G・技

術サポート室 

(4)無駄なアイドリングは行わない。 33期 
環境計量G・業務G・技

術サポート室 

(5)タイヤの空気圧をチェックする。  33期 
環境計量G・業務G・技

術サポート室 

(6)不要な荷物は下ろす。 33期 
環境計量G・業務G・技

術サポート室 

(7)試料採取、測定のルートを効率化する。  33期 
環境計量G・業務G・技

術サポート室 
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期間：33期（2022.10.1～2023.9.30） 取組期間 担当部署 

３）廃棄物の削減計画  

 (1)可能な限り資料や事務手続書類の簡素化す

る。  
33期 全社 

(2)両面印刷、両面コピーを心掛ける。  33期 全社 

(3)使用済みの裏紙をコピーやメモ用紙へ二次利

用をする。  
33期 全社 

(4)分別回収ボックスの適正配置等により、ごみ

の分別を徹底する。  
33期 全社 

(5)廃棄物管理票（マニフェスト）をもとに廃棄

物の適正な処理をする。  
33期 業務G・分析G 

(6)ダンボ－ルは、資源ごみとして資源回収率を

高めるようにする。  
33期 全社 

４）節水計画  

  

  

(1)排水等の測定・監視や排水処理設備の点検を

定期的に実施する。  
33期 分析G 

(2)水道の蛇口はこまめに閉めるようにし、水を

出しっぱなしにしないようにする。  
33期 全社 

５）化学物質  

  (1)出来る限り検体をまとめて分析を行うこと

で、化学物質の過剰な使用を抑える。 
33期 分析G 

(2)試料採取では、過剰な量を採取しない。 33期 
環境計量G・技術サポー

ト室 

(3)緊急事態対応訓練（化学物質の漏洩） 

  2022年11月実施予定 
33期 全社 
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７．環境経営計画に基づき実施した取組内容・試行期間以降の取組 

 

期間：33期（2022.10.1～2023.9.30） 取組内容 34期の取組 

１）節電、液化天然ガス削減計画 
 

(1)事務所の室温は、冬は20度、夏は28度

となるように空調温度を設定する。 

冬は室温20℃前後、夏は

室温28℃前後を維持する

ように社内の空調を調整

した。 

左記の取組を継続する。 

(2)エアコンのフィルターは定期的に掃除

する。  

大掃除を行い、空調の掃

除を行った。 

自主点検に併せて、掃除

を行っていく。 

(3)夏は室内へ直射日光が入らないように

シェードやブラインドを活用する。  

夏に、シェード・ブライ

ンドを活用した。 
左記の取組を継続する。 

(4)照明の適正化、昼光の利用、スイッチ

の適正管理を行う。  

分析室の一部の照明を

LED化した。 

人がいない居室は消灯を

行った。 

左記の取組を継続する。 

２）燃料消費量の削減計画  

 
(1)急発進をしない。  

導入教育で実施を周知し

て実行した。 
左記の取組を継続する。 

(2)加速・減速を少なく、一定の速度での

運転を心掛ける。 

導入教育で実施を周知し

て実行した。 
左記の取組を継続する。 

(3)エアコンは適正に使用する。（過剰な

暖・冷房は控える）  

導入教育で実施を周知し

て実行した。 
左記の取組を継続する。 

(4)無駄なアイドリングは行わない。 
導入教育で実施を周知し

て実行した。 
左記の取組を継続する。 

(5)タイヤの空気圧をチェックする。  
毎月２回の点検を実施し

た。 
左記の取組を継続する。 

(6)不要な荷物は下ろす。 
導入教育で実施を周知し

て実行した。 
左記の取組を継続する。 

(7)試料採取、測定のルートを効率化す

る。  

方面別に固めて測定する

ようにルートを設定し

た。 

左記の取組を継続する。 
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取組内容 34期の取組 

３）廃棄物の削減計画  

 (1)可能な限り資料や事務手続書類の簡素

化する。  

以前から取組中、継続し

て実施した。 
左記の取組を継続する。 

(2)両面印刷、両面コピーを心掛ける。  
以前から取組中、継続し

て実施した。 
左記の取組を継続する。 

(3)使用済みの裏紙をコピーやメモ用紙へ

二次利用をする。  

以前から取組中、継続し

て実施した。 
左記の取組を継続する。 

(4)分別回収ボックスの適正配置等によ

り、ごみの分別を徹底する。  

以前から取組中、継続し

て実施した。 
左記の取組を継続する。 

(5)廃棄物管理票（マニフェスト）をもと

に廃棄物の適正な処理をする。  

以前から取組中、継続し

て実施した。 
左記の取組を継続する。 

(6)ダンボ－ルは、資源ごみとして資源回

収率を高めるようにする。  

ダンボールはリサイクル

業者に依頼して処理し

た。 

左記の取組を継続する。 

４）節水計画  

  

  

(1)排水等の測定・監視や排水処理設備の

点検を定期的に実施する。  

毎月1回、測定・点検を

実施している。 
左記の取組を継続する。 

(2)水道の蛇口はこまめに閉めるように

し、水を出しっぱなしにしないように

する。  

教育訓練で実施を周知し

て実行した。 
左記の取組を継続する。 

５）化学物質  

  (1)出来る限り検体をまとめて分析を行う

ことで、化学物質の過剰な使用を抑え

る。 

導入教育で実施を周知し

て実行した。 
左記の取組を継続する。 

(2)試料採取では、過剰な量を採取しな

い。 

土壌調査業務において調

査員に必要試料量を周知

し、実施した。 

土壌の他、水質について

も必要試料量を整理し、

周知していく。 

(3)緊急事態対応訓練（化学物質の漏洩） 11月に実施した。 左記の取組を継続する。 

 

 

  



 

11 

 

 

 

８．取組状況の確認及び評価 

１）環境経営目標及び環境経営計画の実績・取組結果とその評価 

 

表 環境経営目標及び環境経営計画の実績・取組結果とその評価① 

＜期間：33期（2022.10.1～2023.9.30＞ 

項目 単位 

基準値*1 
第33期 

実績*2 

結果削減率

（％） 

”－”は増加 

評価 

○：達成 

×：未達成 目標値 

売上高当たりの総エ

ネルギー投入量 kg-CO2 /百万円  

194 

179 7.7 ○ 193 
（基準値の0.5%減） 

ＣＯ２の

削減  

全排出量 kg-CO2 

117,981 

119,811 － × 117,391 
（基準値の0.5%減） 

電力 kWh 

149,725 

152,454 － × 148,976 
（基準値の0.5%減） 

ガソリン ℓ 

20,938 

21,577 － × 20,833 
（基準値の0.5%減） 

LPG  kg 

463 

    282 39.1 ○ 461 
（基準値の0.5%減） 

水使用量 ㎥ 

1,441 

   1,334 7.4 ○ 1,434 
（基準値の0.5%減） 

一般廃棄物総排出量 kg 

1,280 

   902 29.5 ○ 1,274 
（基準値の0.5%減） 

産業廃棄物総排出量 kg 

2,572 

  2,548  0.9 ○ 2,559 
（基準値の0.5%減） 

化学物質の適正管理 － 
化学物質の漏洩・

紛失：0件 
     0件 0 ○ 

製品・サービスに関

する環境配慮 
－ 

グループウェア導

入による紙使用量

削減効果の分析 

導入ツー

ルの選定 

グループ 

ウェア導入 
○ 

*1：基準値は、2021年10月1日～2022年9月30日の値。 

*2：実績は、2022年10月1日～2023年9月30日の値。 
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表 環境経営目標及び環境経営計画の実績・取組結果とその評価② 

＜期間：33期（2022.10.1～2023.9.30＞ 

項目 

評価 

○：達成 

×：未達成 

評価内容 

総エネルギー投入量削減

売上高当たり  ○ 
目標とした売上高に対して、想定した総エネルギー量

を低く抑えることが出来た。 

ＣＯ２の

削減  

全排出量 × 
LPGは削減できたが、昨年度を上回る売上を達成した

ことにより、全排出量は増加した。 

電力 × 

分析の効率化を図るために、古い分析機器の更新だけ

でなく、新しい分析機器も導入したため、電力使用量

が増加した。 

ガソリン × 
埼玉県外の顧客が増え、車両の走行距離が増加した。 

（1台当たりの月平均走行距離が73km増加） 

LPG  ○ 
分析機器の更新等によりガス使用の必要が無くなるな

ど、分析時のガス使用頻度を減らすことができた。 

水使用量 ○ 

自動洗浄機を2台導入したことにより、分析用ガラス

器具及び、ポリ瓶の洗浄における水使用量を削減する

ことができた。 

一般廃棄物総排出量 ○ 
紙類について、極力リサイクル処理をしたことによ

り、廃棄物の量を削減できた。 

産業廃棄物総排出量 ○ 
廃棄物排出の削減に努めたため、わずかであるが総排

出量を削減できた。 

化学物質の適正管理 ○ 化学物質の漏洩・紛失 0件の目標を達成した。 

製品に関する環境配慮 ○ 
グループウェアを導入し、社内回覧の廃止やグループ

ウェアでの社内伝達により、紙の削減を行った。 
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２）環境関連法規などの遵守状況の確認及び評価の結果、並びに違反、訴訟などの有無 

 

＜期間：33期（2022.10.1～2023.9.30＞ 

区分 法規等名称 適否の判断理由 適否 適否コメント 

廃
棄
物 

廃棄物処理法 

・産業廃棄物委託契約は結んでいるか。 

・産業廃棄物委託契約の有効期限は切れ

ていないか。 

・マニュフェストの保管期間は守られて

いるか。 

・特別管理産業廃棄物管理責任者の選任

または変更の届出はされているか。 

・一般廃棄物と産業廃棄物を適正に分別

して保管・処理しているか。 

〇 

・契約締結あり。 

・委託契約については有

効期限内である。 

・特別管理産業廃棄物管

理責任者を選任し、県

に届出済 

・一般廃棄物と産業廃棄

物を分別保管し、一般

廃棄物は市の清掃工

場、産業廃棄物は契約

締結した業者にて処理

した。 

水銀汚染防止法 

・水銀廃棄物は保管基準を順守し、適正

に保管されているか。 

・水銀使用廃棄物処理の許可を持ってい

る業者に処理を委託しているか。 

〇 

・蛍光灯は破損しないよ

うに保管している。 

・水銀使用廃棄物の処理

は無かった。 

ＰＣＢ特別措置法 

・ＰＣＢ廃棄物の保管等の届出は提出し

たか。 

・ＰＣＢ廃棄物は、保管基準を遵守し、

適正に保管・処分したか。 

〇 

・県に法に基づく届出を

提出。 

・PCB処理業者にて適正

に全て処分した。 

埼玉県生活環境保

全条例 

・廃棄物の発生の抑制や循環的利用に取

り組んだか。 
〇 

・紙を極力リサイクルに

回した。 

公
害 

大気汚染防止法 ・ばい煙発生施設の所有無し － － 

水質汚濁防止法 

・水質の特定施設(洗浄施設)について、

特定施設の届出や変更は適正になされ

ているか。 

・特定有害物質の排水規制を遵守してい

るか。 

〇 

・特定施設の変更はなか

った。 

・排水を定期的に測定

し、排水基準に適合し

ていることを確認して

いる。 

浄化槽法 

・浄化槽の清掃は行ったか。 

・定期検査は行ったか。検査の結果、異

状があった場合に修繕を行ったか。 

〇 

・清掃は3月毎に1度実施

33 期 は 2022年 10月 ､

2023年1月､4月､7月に

行った。 

・2022年11月に定期検査

を行い、異常はなかっ

た。 

騒音規制法 

・法に規定される特定施設は無い。ただ

し苦情が発生した場合は、対応に努め

る（過去対応事例なし）。 

－ ・苦情の発生無し。 

○：適否の判断理由に対して適正と判断したことを示す。 

－：法的規制を受けない、または法的規制に該当する事項の発生が無かったことを示す。 
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＜期間：33期（2022.10.1～2023.9.30＞ 

区分 法規等名称 適否の判断理由 適否 適否コメント 

公
害 

振動規制法 

・法に規定される特定施設は無い。ただ

し苦情が発生した場合は、対応に努め

る（過去対応事例なし）。 

－ ・苦情の発生無し。 

悪臭防止法 
・苦情が発生した場合は、対応に努め

る。 
－ ・苦情の発生無し 

土壌汚染対策法 
・有害物質使用特定施設を廃止等の場

合、土壌調査を行ったか。 
－ 

・有害物質使用特定施

設の廃止無し。 

埼玉県生活環境保

全条例 

・有害物質取扱事業所の建物の除却等の

際に土壌調査を行ったか。 
－ ・建物の除却無し 

化
学
物
質 

毒物・劇物取締法 
・毒劇物の表示は適正か。 

・毒劇物は適正に保管されているか。 
〇 

・法に基づく表示を行

っている。 

・鍵付きのロッカー使

用等により適正な保

管をしている。 

化学物質管理法 

(PRTR法) 

・化学物質保管はあるが、事業所の要件

が非該当。 
－ － 

そ
の
他 

フロン排出抑制法 

・業務用エアコン、冷蔵庫等の簡易点検

は行われているか。 

・点検記録は残しているか。 

〇 

・3カ月に一度の簡易

点検を行っている。 

・点検記録簿を作成

し、保管している。 

東松山市美しく住

みよい環境づくり

基本条例 

・事業者の責務として、事業活動が環境

に与える影響を認識し、環境への負荷

の低減に努めているか。 

〇 

・化学物質の適切な管

理のために、試薬管

理システムを導入し

た。 

○：適否の判断理由に対して適正と判断したことを示す。 

－：法的規制を受けない、または法的規制に該当する事項の発生が無かったことを示す。 

 

 

（１）実施期間において環境関連法規への順守状況を確認した結果、法規違反及び訴訟は無かった。 

（２）実施期間において環境関連法規について関係各所からの違反等の指摘は無かった。 

（３）実施期間において近隣住民、その他事業所等からの苦情は無かった。 
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＜期間：33期（2022.10.1～2023.9.30＞ 

１）ＣＯ２排出量（総排出量）                   ２）電気使用量 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）液化天然ガス使用量                        ４）ガソリン使用量 

 

 

 

 

 

 

 

 

５）水使用量                                  ６）一般廃棄物排出量 

 

 

 

 

 

 

 

 

７）産業廃棄物排出量 
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９．代表者による全体の評価と見直し・指示 

１）全体の評価 

二酸化炭素の総排出量は、32期と比較して1％の増加となったが、売上高あたりの二酸化炭素

排出量は、7.7％削減できた。これは省エネルギーの分析機器の導入等、少しずつ省エネ設備等

に更新を行っていった結果が表れてきている。 

今後も、現状を少しでも良くするよう、従業員全員が環境への負荷の低減のために、努力を

続けることが必要と考える。 

 

２）見直しの結果  

（１） 環境経営方針の変更の必要性なし。 

（２） 環境経営目標の変更の必要性なし。 

（３） 環境経営計画の変更の必要性なし。 

 

３）指示事項  

・電気使用量・ガソリン消費量・水道水使用量については今後もグラフによる「見える化」を

継続し、従業員全員で使用資源削減や地球温暖化に対する意識を高めていくこと。 

・環境に関する苦情の発生や環境法令に関する運用が適切に機能していない場合は、是正措置

を講じて対応していくこと。 

・当社は多くの種類の化学物質を取り扱っていることから、化学物質の漏洩について様々なケ

ースを想定した訓練を継続的に実施し、環境上の緊急事態の発生時には適切に対応できるよ

うにしておくこと。 

・ＤＸ化の推進により、紙の使用量を削減していくこと。 

 

全体の評価と見直し・指示日：2023年12月25日 

代表取締役 星野 宗義 

 

 


